
 

補 助 申 請 チ ェ ッ ク シ ー ト 

 

・信濃町に住所を有し居住されていますか？ 

は い            いいえ 

 

              申請できません。 

 

・お住まいの住宅は、自己の居住の用に供する専用住宅又は店舗等併用住宅で居住部分が建

物の延床面積の１／２以上ありますか？ 

は い            いいえ 

 

              申請できません。 

              ※なお、借家にお住いの方が、浄化槽保守点検業者と契約を

結び料金を支払っている場合は対象となります。 

 

・使用している浄化槽は、１０人槽以下の合併処理浄化槽ですか？ 

（合併浄化槽とは、便所だけでなく風呂、台所等の生活排水全てを処理できる浄化槽です。） 

は い            いいえ 

 

              申請できません。 

 

・使用している合併浄化槽は、公共下水道・農業集落排水・特定環境下水道の供用開始区域

以外に設置されていますか。また、個別排水事業の対象者以外ですか。 

は い            いいえ 

 

              申請できません。 

              ※ただし、区域内でも下水道管が敷設されていない場所にお

いては対象となりますので、下水道係までご確認ください。 

               

 

・適正な合併浄化槽の維持管理をされましたか？ 

は い            いいえ 

 

 申請の手続きを      申請できません。 

 始めてください。     一年後の申請に備え適正な維持管理を実施してください。 


